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証券コード：8521

第60期　定時株主総会
招集ご通知

日　時 2019年6月26日（水）午前10時
場　所 長野県松本市渚２丁目９番38号

当行本店　２階大会議室

〔議案〕
第１号議案 剰 余 金 の 処 分 の 件
第２号議案 定 款 一 部 変 更 の 件
第３号議案 取 締 役 ８ 名 選 任 の 件
第４号議案 監 査 役 １ 名 選 任 の 件

議 決 権
行使期限

2019年6月25日（火）午後5時まで

郵送 インターネット

表紙
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証券コード　8521
2019年６月10日

株 主 の 皆 さ ま へ
長野県松本市渚２丁目９番38号

取締役頭取 中 條 　 功

第60期定時株主総会招集ご通知
　拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
　さて、当行第60期定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申し上げま
す。
　なお、当日ご出席願えない場合は、以下のいずれかの方法により議決権を行使することができますので、お手数
ながら後記の株主総会参考書類をご検討いただき、2019年６月25日（火曜日）午後５時までに議決権をご行使く
ださいますようお願い申し上げます。
[郵送による議決権行使の場合]
　同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、上記の行使期限までに議決権行使書用紙表面に記
載した住所へ到着するようご返送ください。
[インターネットによる議決権行使の場合]
　後記の「議決権行使等についてのご案内」（３頁）および「インターネットによる議決権行使のご案内」（40
頁）をご高覧のうえ、当行の指定する議決権行使ウェブサイト(https://soukai.mizuho-tb.co.jp/)にアクセスし
ていただき、画面の案内に従って、上記の行使期限までに賛否をご入力ください。　　　　　　　　　　　敬　具

記
１ 日時 2019年６月26日（水曜日）午前10時
２ 場所 長野県松本市渚２丁目９番38号

当行本店　２階大会議室
（末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。）

３ 会議の目的事項
報告事項 １　第60期( 2018年 4 月 1 日から )事業報告および計算書類報告の件2019年 3 月31日まで

２　第60期( 2018年 4 月 1 日から )連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監2019年 3 月31日まで
査結果報告の件

決議事項
第１号議案 剰余金の処分の件
第２号議案 定款一部変更の件
第３号議案 取締役８名選任の件
第４号議案 監査役１名選任の件

－ 1 －

株主各位
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４　議決権の行使等についてのご案内
代理人による議決権行使

　　　株主総会にご出席いただけない場合、議決権を有する他の株主１名を代理人として株主総会にご出席いた
だくことが可能です。ただし、代理権を証する書面のご提出が必要となりますのでご了承ください。

５　インターネットによる開示
　　　本招集ご通知に添付すべき書類のうち、「株主資本等変動計算書」、「個別注記表」、「連結株主資本等

変動計算書」、「連結注記表」につきましては、法令及び当行定款第17条の定めにより、インターネット上
の当行ウェブサイトに掲載しておりますので、本添付書類には記載しておりません。したがいまして、本招
集ご通知の添付書類は、会計監査人が監査報告書を作成するに際して監査をした連結計算書類及び計算書類
等の一部であり、監査役が監査報告書を作成するに際して監査をした事業報告、連結計算書類及び計算書類
等の一部であります。

以　上

●当日株主総会にご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますよう
お願い申し上げます。また、資源節約のため、本招集ご通知をご持参くださいますようお願い申し上げます。

●今回の株主総会招集ご通知につきましては、その英訳文（狭義の招集通知と参考書類（議案））についても、
インターネット上の当行ウェブサイトにおいて掲載させていただきます。

●株主総会参考書類ならびに事業報告、計算書類および連結計算書類に修正が生じた場合は、インターネット
上の当行ウェブサイトにおいて掲載させていただきます。

●当日当行役職員は、ノーネクタイの軽装（クールビズ）にて対応させていただきます。株主の皆さまにおか
れましても、軽装にてご出席いただきますようお願い申し上げます。

｜当行ウェブサイト｜

http://www.naganobank.co.jp/site/kabu/sokai.html

－ 2 －

株主各位
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議決権行使等についてのご案内

議決権は、以下の3つの方法により行使いただくことができます。

株主総会にご出席される場合
議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。(ご捺印は不要です。)

日 時 2019年６月26日 (水曜日)
午前10時 (受付開始：午前９時)

場 所 長野銀行　本店
（末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。）

郵送で議決権を行使される場合
同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、切手を貼らずにご投函ください。
行使期限 2019年６月25日 (火曜日) 午後５時到着分まで

インターネットで議決権を行使される場合
インターネットに接続できる環境において、パソコン等から議決権行使サイトにアクセスし
(https://soukai.mizuho-tb.co.jp/)、同封の議決権行使書用紙に記載された「ログインID」及び
「仮パスワード」をご入力いただき、画面の案内にしたがって賛否をご入力ください。
行使期限 2019年６月25日 (火曜日) 午後５時まで

－ 3 －

議決権行使等についてのご案内
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株主総会参考書類

議案および参考事項
第１号議案　剰余金の処分の件

剰余金の処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。
期末配当に関する事項
　当行は、内部留保による自己資本の充実を図るとともに、株主の皆さまへの利益還元に当たっては、安
定的な配当を行うことを基本的な考え方としております。
　当期の期末配当につきましては、株主の皆さまの日頃のご支援にお応えするため、以下のとおりといた
したいと存じます。
１　配当財産の種類
　　金銭といたします。
２　配当財産の割当てに関する事項およびその総額
　　当行普通株式１株につき30円とし、配当総額は271,077,720円といたしたいと存じます。
　　なお、当行は2018年12月10日に中間配当金として１株につき25円お支払しておりますので、これ

らを合計した年間の配当金は１株につき55円となります。
３　剰余金の配当が効力を生ずる日
　　2019年６月27日といたします。

－ 4 －

剰余金の処分議案
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第２号議案　定款一部変更の件
　現行の一部を次のとおり改めようとするものであります。
　１　変更の理由
　　　現行定款第30条（相談役および参与）について、コーポレート・ガバナンス体制の強化および経営の

透明性を高めるため、また、相談役および参与を選定していない現状を鑑み、相談役および参与の選定
に関する規定を削除するとともに、これに伴い条数の変更を行うものであります。

　２　変更の内容
　　　変更の内容は､次のとおりであります。
　　　なお、現行定款中変更のない条文の記載は省略しております。

（下線部分が変更箇所を示します。）
現　行　定　款 変　　更　　案

第1条～第13条　　（条文省略）

第二章の2　優先株式

（Ａ種優先配当金）
第13条の2　当銀行は、第41条に定める剰余金の配当を行うとき

は、当該剰余金の配当に係る基準日の最終の株主名簿に記載ま
たは記録されたＡ種優先株式を有する株主（以下、「Ａ種優先
株主」という。）またはＡ種優先株式の登録株式質権者（以
下、「Ａ種優先登録株式質権者」という。）に対し、普通株式
を有する株主（以下、「普通株主」という。）および普通株式
の登録株式質権者（以下、「普通登録株式質権者」という。）
に先立ち、Ａ種優先株式1株につき、Ａ種優先株式1株当たり
の払込金相当額（ただし、Ａ種優先株式につき、株式の分割、
株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった
場合には、適切に調整される。）に、Ａ種優先株式の発行に先
立って取締役会の決議によって定める配当年率を乗じて算出
した額の金銭（以下、「Ａ種優先配当金」という。）の配当を
する。配当年率は8.0％を上限とする。ただし、当該基準日の
属する事業年度においてＡ種優先株主またはＡ種優先登録株
式質権者に対して第13条の3に定めるＡ種優先中間配当金を
支払ったときは、その額を控除した額とする。

2､3　（条文省略）

第1条～第13条　　（現行どおり）

第二章の2　優先株式

（Ａ種優先配当金）
第13条の2　当銀行は、第40条に定める剰余金の配当を行うとき

は、当該剰余金の配当に係る基準日の最終の株主名簿に記載ま
たは記録されたＡ種優先株式を有する株主（以下、「Ａ種優先
株主」という。）またはＡ種優先株式の登録株式質権者（以
下、「Ａ種優先登録株式質権者」という。）に対し、普通株式
を有する株主（以下、「普通株主」という。）および普通株式
の登録株式質権者（以下、「普通登録株式質権者」という。）
に先立ち、Ａ種優先株式1株につき、Ａ種優先株式1株当たり
の払込金相当額（ただし、Ａ種優先株式につき、株式の分割、
株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった
場合には、適切に調整される。）に、Ａ種優先株式の発行に先
立って取締役会の決議によって定める配当年率を乗じて算出
した額の金銭（以下、「Ａ種優先配当金」という。）の配当を
する。配当年率は8.0％を上限とする。ただし、当該基準日の
属する事業年度においてＡ種優先株主またはＡ種優先登録株
式質権者に対して第13条の3に定めるＡ種優先中間配当金を
支払ったときは、その額を控除した額とする。

2､3　（現行どおり）

－ 5 －

定款一部変更議案
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（下線部分が変更箇所を示します。）
現　行　定　款 変　　更　　案

（Ａ種優先中間配当金）
第13条の3　当銀行は、第42条に定める中間配当をするときは、

当該中間配当に係る基準日の最終の株主名簿に記載または記
録されたＡ種優先株主またはＡ種優先登録株式質権者に対し
普通株主および普通登録株式質権者に先立ち、Ａ種優先株式1
株につき、Ａ種優先配当金の額の2分の1を上限とする金銭（以
下、「Ａ種優先中間配当金」という。）を支払う。

第13条の4～第29条　　（条文省略）

（相談役および参与）
第30条　取締役会の決議によって、相談役および参与若干名を置

くことができる。

第31条～第43条　　　　（条文省略）

（Ａ種優先中間配当金）
第13条の3　当銀行は、第41条に定める中間配当をするときは、

当該中間配当に係る基準日の最終の株主名簿に記載または記
録されたＡ種優先株主またはＡ種優先登録株式質権者に対し
普通株主および普通登録株式質権者に先立ち、Ａ種優先株式1
株につき、Ａ種優先配当金の額の2分の1を上限とする金銭（以
下、「Ａ種優先中間配当金」という。）を支払う。

第13条の4～第29条　　（現行どおり）

（削　除）

第30条～第42条　（条数は繰り上げ、条文は現行どおり）

－ 6 －

定款一部変更議案
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第３号議案　取締役８名選任の件
　取締役中條功、清水秋雄、丸山佳成、西澤仁志、内川博文、近藤正恭、内川小百合、二木馨三の８氏は、
本定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役８名の選任をお願いするもの
であります。
　取締役候補者は次のとおりであります。

候補者
番　号

氏 名
(生　年　月　日 ) 略 歴 、 当 行 に お け る 地 位 、 担 当 お よ び 重 要 な 兼 職 の 状 況 所 有 す る

当行の株式数

１

な か

中
じょう

條
 

　
いさお

功
（1951年4月27日生）

再任

在任年数
１6年

取締役会14回開催14回出席

1975 年 ４月 長野相互銀行入行

14,300株

2002 年 ６月 当行総務部長
2003 年 ６月 当行取締役総務部長
2004 年 ９月 当行取締役審査部長
2007 年 ６月 当行常務取締役総合企画部長
2010 年 ６月 当行取締役頭取　現在に至る

〔監査部担当〕
■取締役候補者とした理由
　中條功氏につきましては、2003年６月より取締役に就任し、2010年６月より代
表取締役頭取として、当行の経営管理全般に亘り卓越したリーダーシップを発揮し
ております。
　今後も、こうした豊富な経営経験や幅広い知見を取締役の立場で経営に活かすこ
とで当行の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に貢献できる人物と判断し、
引き続き取締役候補者といたしました。

２
に し

西
ざ わ

澤
ひ と

仁
し

志
(1963年3月26日生)

再任

在任年数
４年

取締役会14回開催14回出席

1985 年 ４月 日本興業銀行（現みずほ銀行）入行

1,900株

2008 年 ４月 みずほ情報総研株式会社経営企画部副部長
2010 年 ５月 同社市場系システム事業部第３部部長
2011 年 12月 同社市場系システム事業部第１部部長
2013 年 ７月 みずほ銀行業務監査部次長
2014 年 ４月 当行入行証券国際部副部長
2015 年 ６月 当行取締役証券国際部長
2016 年 ７月 当行常務取締役証券国際部長〔証券国際部、事務部担当〕
2017 年 ６月 当行常務取締役〔総合企画部、総務部、人事部担当〕
2019 年 ４月 当行常務取締役　現在に至る

〔総合企画部、リスク統括部、総務部、人事部担当〕
■取締役候補者とした理由
　西澤仁志氏につきましては、みずほグループにおいて経営企画部門のほか市場部
門、システム部門、監査部門等幅広い分野に携わり豊富な業務経験と幅広い知見を
有しております。
　同氏は、2015年６月より当行取締役を務め、現在は経営企画管理およびリスク管
理部門、総務人事部門の担当役員を務めております。今後も、こうした豊富な経験
と知見を取締役の立場で経営に活かすことで当行の持続的な成長と中長期的な企業
価値の向上に貢献できる人物と判断し、引き続き取締役候補者といたしました。

－ 7 －

取締役選任議案
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候補者
番　号

氏 名
(生　年　月　日 ) 略 歴 、 当 行 に お け る 地 位 、 担 当 お よ び 重 要 な 兼 職 の 状 況 所 有 す る

当行の株式数

３
う ち

内
か わ

川
ひ ろ

博
ふ み

文
（1958年1月9日生）

再任

在任年数
４年

取締役会14回開催14回出席

1981 年 ４月 長野相互銀行入行

2,500株

2002 年 ２月 当行柳原支店長
2005 年 ４月 当行穂高支店長
2009 年 ４月 当行高宮支店長
2012 年 ６月 当行営業統括部企画担当部長
2014 年 ４月 当行諏訪支店長
2015 年 ６月 当行取締役本店営業部長
2017 年 ６月 当行常務取締役本店営業部長
2018 年 ６月 当行常務取締役　現在に至る

〔営業統括部担当〕
■取締役候補者とした理由
　内川博文氏につきましては、幹事店である諏訪支店長を務め、本部においては営
業統括部企画担当部長、2015年６月より取締役本店営業部長を歴任し、現在は営業
統括部の担当役員を務める等、豊富な経験と幅広い知見により業務全般を熟知して
おります。
　今後も、こうした経験と知見を取締役の立場で経営に活かすことで当行の持続的
な成長と中長期的な企業価値の向上に貢献できる人物と判断し、引き続き取締役候
補者といたしました。

４

こ ん

近
ど う

藤
ま さ

正
や す

恭
(1958年9月12日生)

再任

在任年数
２年

取締役会14回開催14回出席

1982 年 ４月 長野相互銀行入行

3,000株

2001 年 ６月 当行松本西支店長
2003 年 ６月 当行小谷支店長
2004 年 ９月 当行安曇支店長
2005 年 10月 当行芹田支店長
2007 年 ６月 当行塩尻支店長
2010 年 ６月 当行上田支店長
2012 年 ６月 当行証券国際部長
2015 年 ６月 当行営業統括部企画担当部長
2017 年 ６月 当行取締役長野営業部長
2018 年 11月 当行取締役長野営業部長兼柳町支店長
2019 年 ５月 当行取締役長野営業部長兼柳町支店長兼芹田支店長兼柳原支店長

兼若槻支店長　現在に至る
■取締役候補者とした理由
　近藤正恭氏につきましては、幹事店である塩尻支店や上田支店の支店長を務め、
本部においては証券国際部長、営業統括部企画担当部長を務め、現在は取締役長野
営業部長のほか４店舗の支店長を兼務する等、豊富な経験と幅広い知見により業務
全般を熟知しております。
　今後も、こうした経験と知見を取締役の立場で経営に活かすことで当行の持続的
な成長と中長期的な企業価値の向上に貢献できる人物と判断し、引き続き取締役候
補者といたしました。

－ 8 －

取締役選任議案
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候補者
番　号

氏 名
(生　年　月　日 ) 略 歴 、 当 行 に お け る 地 位 、 担 当 お よ び 重 要 な 兼 職 の 状 況 所 有 す る

当行の株式数

５

う ち

内
 

 
か わ

川
 

 
さ

小
ゆ

百
り

合
（1950年11月７日生）

再任

社外

在任年数
６年

取締役会14回開催14回出席

1973 年 ４月 丸の内タイピスト学校入職

1,700株

1976 年 ４月 丸の内ビジネス専門学校（校名変更）
1991 年 ４月 同校副校長
1996 年 ４月 同校校長
2012 年 ４月 同校校長兼設置者
2013 年 ６月 当行取締役　現在に至る
2017 年 12月 学校法人秋桜会丸の内ビジネス専門学校理事長・学校長（学校法人

に変更）　現在に至る
〔重要な兼職の状況〕
学校法人秋桜会丸の内ビジネス専門学校理事長・学校長

■社外取締役候補者とした理由
　内川小百合氏につきましては、学校法人秋桜会丸の内ビジネス専門学校の理事長・
学校長として長年に亘り教育現場で活躍されております。
　同氏の長年に亘り培ってきた教育者としての豊富な経験と幅広い知見は、経営陣
から独立した立場で当行の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に大いに貢献
いただけるものと判断し、引き続き社外取締役候補者といたしました。

６
ふたつ

二
ぎ

木
け い

馨
ぞ う

三
(1945年10月30日生)

再任

社外

在任年数
４年

取締役会14回開催14回出席

1964 年 ４月 信濃三鱗株式会社（現サンリン株式会社）入社

2,200株

1986 年 ７月 同社取締役
1995 年 ８月 同社常務取締役
1996 年 ８月 同社代表取締役専務
1998 年 ６月 同社代表取締役社長
2008 年 ６月 同社代表取締役会長
2012 年 ６月 同社相談役　現在に至る
2015 年 ６月 当行取締役　現在に至る

〔重要な兼職の状況〕
サンリン株式会社相談役

■社外取締役候補者とした理由
　二木馨三氏につきましては、サンリン株式会社で代表取締役を長年に亘り務め経
営経験も豊富であります。
　同氏の長年に亘り培ってきた経営者としての豊富な経験と幅広い知見は、経営陣
から独立した立場で当行の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に大いに貢献
いただけるものと判断し、引き続き社外取締役候補者といたしました。

－ 9 －

取締役選任議案
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候補者
番　号

氏 名
(生　年　月　日 ) 略 歴 、 当 行 に お け る 地 位 、 担 当 お よ び 重 要 な 兼 職 の 状 況 所 有 す る

当行の株式数

７
と く

徳
た け

武
か つ

勝
お

男
（1960年10月9日生）

新任

1984 年 ４月 長野相互銀行入行

1,396株

2004 年 ４月 当行柳町支店長
2007 年 ４月 当行坂城支店長
2011 年 ４月 当行長野支店長
2014 年 ６月 当行中野支店長
2016 年 ７月 当行融資統括部審査担当部長
2017 年 ６月 当行諏訪支店長　現在に至る
■取締役候補者とした理由
　徳武勝男氏につきましては、幹事店である中野支店や諏訪支店の支店長を務め、
本部においては融資統括部審査担当部長を務める等、豊富な経験と幅広い知見によ
り業務全般を熟知しております。
　今後は、こうした経験と知見を取締役の立場で経営に活かすことで当行の持続的
な成長と中長期的な企業価値の向上に貢献できる人物と判断し、取締役候補者とい
たしました。

８

み や

宮
ざ き

崎
さ ち

幸
お

男
(1962年1月30日生)

新任

1985 年 ４月 長野相互銀行入行

1,479株

2004 年 ６月 当行箕輪支店長
2007 年 12月 当行岡谷北支店長
2010 年 ６月 当行坂城支店長
2013 年 ６月 当行融資統括部審査担当部長
2016 年 ７月 当行中野支店長
2018 年 ６月 当行人事部長　現在に至る
■取締役候補者とした理由
　宮崎幸男氏につきましては、幹事店である中野支店の支店長を務め、本部におい
ては融資統括部審査担当部長をはじめ、現在は人事部長を務める等、豊富な経験と
幅広い知見により業務全般を熟知しております。
　今後は、こうした経験と知見を取締役の立場で経営に活かすことで当行の持続的
な成長と中長期的な企業価値の向上に貢献できる人物と判断し、取締役候補者とい
たしました。

（注）１　各候補者と当行との間には、いずれも特別な利害関係はありません。また、候補者内川小百合氏が学校長を務める丸の内ビジ
ネス専門学校と当行との間には、特別な利害関係はありません。

２　内川小百合、二木馨三の両氏は、社外取締役候補者であります。
３　当行は、内川小百合、二木馨三の両氏との間で会社法第427条第１項の規定に基づき、法令に定める最低責任限度額を限度と

して、責任限定契約を締結しております。両氏の再任が承認された場合には、両氏との当該契約を継続する予定であります。
４　当行は、社外取締役の独立性を確保するため、東京証券取引所が定める基準に加え、当行独自に社外役員の独立性判断基準を

定めております（12頁に記載のとおりです。）。内川小百合、二木馨三の両氏は、いずれの基準も満たしており、当行は両氏を
東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。両氏が再任された場合は、当行は引き続
き両氏を独立役員とする予定であります。

５　各候補者の氏名欄に本定時株主総会終結時の在任年数を記載しております。
６　所有する当行の株式数には、長野銀行職員持株会における各候補者の持株数が含まれております。

－ 10 －

取締役選任議案
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第４号議案　監査役１名選任の件
　監査役神戸美佳氏は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査役１名の選任をお
願いするものであります。
　なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

　監査役候補者は次のとおりであります。
氏 名
( 生 　 年 　 月 　 日 ) 略 歴 、 当 行 に お け る 地 位 お よ び 重 要 な 兼 職 の 状 況 所 有 す る

当 行 の 株 式 数

ご う

神
ど

戸
み

美
か

佳
( 1 9 6 7 年 5 月 7 日 生 )

再任

社外

在任年数
8年

取締役会14回開催14回出席
監査役会13回開催13回出席

1990 年 ４ 月 大正海上火災保険株式会社（現三井住友海上火災保険株式会社）入
社（1997年８月退社）

2,300株

2003 年 ４月 最高裁判所司法研修所入所
2004 年 10月 長野県弁護士会登録
2004 年 10月 久保田法律事務所入所
2008 年 ４月 神戸法律事務所開設
2011 年 ６月 当行監査役　現在に至る
2015 年 ４月 長野県弁護士会副会長（2016年３月退任）
■社外監査役候補者とした理由
　神戸美佳氏につきましては、弁護士としての豊富な実務経験に基づき、企業法務
をはじめ法務全般に関する専門的な知見を有しております。
　今後も客観的かつ公正な監査および取締役会に対する有益な助言をいただくな
ど、職務を適切に遂行していただくことができるものと判断し、引続き社外監査役
候補者といたしました。

（注）１　候補者神戸美佳氏と当行との間には、特別な利害関係はありません。
２　神戸美佳氏は、社外監査役候補者であります。
３　当行は、神戸美佳氏との間で会社法第427条第１項に基づき、法令に定める最低責任限度額を限度として、責任限定契約を締

結しております。同氏の再任が承認された場合には、同氏との当該契約を継続する予定であります。
４　候補者の氏名欄に本定時株主総会終結時の在任年数を記載しております。

以　上

－ 11 －

監査役選任議案
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（ご参考）独立社外役員に係る独立性判断基準
以下の項目のいずれにも該当しない場合に、当該候補者は当行に対する十分な独立性を有するものと判断する。
（１）当行またはその子会社の業務執行者（業務執行取締役またはその他の使用人）である者、または過去にお

いて業務執行者であった者
（２）当行またはその子会社を主要な取引先とする者、または、それらの者が会社である場合における当該会社

の業務執行者（業務執行取締役、執行役、執行役員もしくは支配人その他の使用人）である者
（３）当行またはその子会社から、役員報酬以外に一定額（過去３年間の平均で年間1,000万円または当該組織

の年間総費用の30％のいずれか大きい額）を超える金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門
家または法律専門家

 

（４）当行の現在の主要株主（議決権所有割合10％以上の株主をいう。以下同じ。）、または当該主要株主が法
人である場合には、当該主要株主または重要な子会社の取締役、監査役、会計参与、執行役、理事、執行役
員または支配人その他の使用人

（５）当行または当行の子会社の非業務執行取締役または会計参与（独立役員が社外監査役の場合）
（６）上記（１）から（５）までのいずれかに掲げる者（重要でない者を除く。）の近親者
（７）当行と社外役員の相互就任の関係にある先の出身者
（８）当行が寄付を行っている先またはその出身者
（９）当行以外に３社を超えて他の上場会社の取締役または監査役を兼任している者

以　上

－ 12 －

（ご参考）独立社外役員に係る独立性判断基準
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（添付書類）

第60期( 2018年 4 月 1 日から )事業報告2019年 3 月31日まで

１　当行の現況に関する事項
⑴　事業の経過および成果等
（金融経済情勢）

　当期におけるわが国経済を顧みますと、年度前半は世界経済の緩やかな回復を背景に企業収益は高い水準を
維持するとともに、雇用・所得環境は改善が持続し緩やかな回復が続きました。しかしながら、台風や地震と
いった相次ぐ自然災害に加え中国経済の減速などから、年度後半には輸出や生産に弱さがみられ、英国のEU離
脱問題や消費増税の影響など先行きに不透明感が増しています。
　当行が営業基盤とする長野県においては、堅調な海外経済を背景に製造業を中心に積極的な設備投資が行わ
れ、長野県経済は緩やかに拡大するとともに、雇用・所得環境は着実な改善が続きました。しかしながら、県
内景気の先行きについては、海外経済の減速や米中貿易摩擦の激化等により懸念されています。また、少子高
齢化や人口減少が一段と進んでおり、中小企業を中心に後継者不足や従業員の人手不足による事業の休廃業も
増加傾向にあるなか、こうした構造的課題に対する展望はまだ開けていません。
　金融面につきましては、日本銀行による「長短金利操作付き量的・質的金融緩和」が継続するなか、10年物
国債利回りは、昨年10月に一時0.15％を超える場面があったものの、その後の世界的な株価下落等を受け△
0.1％から０％の範囲で推移しました。日経平均株価は、世界的な貿易摩擦への懸念から22,000円台のレンジ
相場が続き、12月には米国長期金利上昇に対する警戒感の高まりから19,100円台まで低下しましたが、その
後は回復し21,000円台で推移しました。ドル／円相場は、日米金利差拡大により１ドル106円台から10月に
は114円台までドル高円安が進みましたが、その後は１ドル109円から110円台の狭いレンジで推移しました。

（事業の経過および成果）
　当行は、2016年４月よりスタートした長期経営計画において、「必要とされ選ばれる銀行 ～長野県のマザ
ーバンク～」の実現をめざして、役職員一丸となって業容の拡充と経営の一層の効率化に努めてまいりました。
また、本中期経営計画は「取引基盤の拡大期」と位置付け、お取引先の増加に努めてまいりましたが、計画を
上回るペースで推移したことから、2018年度からは次期中計の位置付けである「取引基盤の拡充期」へ軸足
を移し、業務に取り組んでまいりました。

－ 13 －

事業の経過および成果等
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○預金・貸出金・損益等
　まず預金は、法人預金を中心に順調に推移し、期中173億65百万円増加し、期末残高は１兆312億９百万円
となりました。
　貸出金につきましては、県内企業の資金需要の増加等により、期中242億30百万円増加して、期末残高は
6,203億48百万円となりました。
　有価証券につきましては、期中103億79百万円増加して期末残高は3,994億59百万円となりました。
また、外国為替の取扱高は１億55百万ドルとなりました。
　損益面につきましては、11億81百万円の当期純利益となりました。

○組織等
　2018年４月に本部組織内の営業統括部に「ビジネスソリューション室」および「営業企画・チャネル戦略
グループ」を設置しました。ビジネスソリューション室では、事業承継・M&Aなど幅広いニーズや課題解決に
積極的に取り組んでおります。また、営業企画・チャネル戦略グループでは、お客さまの利便性向上に向けて、
FinTech企業との連携等による新たな金融サービスを開発・提供しております。
　また、金融サービスをめぐる環境の多様化・高度化が進み、各種リスクや制度へ迅速かつ柔軟に対応する必
要性が高まるなか、リスク管理態勢を強化するため、2019年４月に本部組織内にリスク統括部を設置しまし
た。
　店舗面につきましては、経営資源を集中させ、お客さまに対しより質の高い金融サービスを提供するため、
一部支店について窓口営業を中心とするサテライト店舗としたほか、2019年２月には松本駅前支店を大名町
支店内に移転しました。
　さらに、お客さまのお借入れに係る相談業務を充実させるため、2019年３月に「佐久ローンプラザ」を岩
村田支店内に開設し、お客さまの住宅建設資金や個人向けローンに関するさまざまなご相談に対して、迅速か
つ適切にお応えしております。

○業務・商品・サービス等
　当行は、お客さまの大切な「住宅」を活かして「充実したセカンドライフ」を実現するため、2018年４月
より長野県内の金融機関で初めて「リバースモーゲージローン」の取扱を開始しました。
　また、2018年６月より「ながぎん地域応援私募債」の取扱を開始しました。発行企業様には、当行引受手
数料の割引分を活用して、長野県内の学校、スポーツ団体および福祉施設等に物品または金品等を寄贈いただ
いております。
　地域への社会貢献活動といたしましては、県内観光を支える自然や国宝・重要文化財等の維持管理を支援す
るため、「地域応援キャンペーン」第８弾を実施いたしました。第１弾（2011年度）の実施以来、県内各地
への寄付は、累計で90か所となりました。
　このほか、お客さまの利便性向上のためのサービス提供として、「LINE Pay」、「楽天Edy」、「メルペ
イ」への電子マネーチャージ機能の提供を開始したほか、株式会社Origamiと業務提携し、スマホ決済サービ
ス「Origami Pay」で即時口座振替が可能となりました。

－ 14 －

事業の経過および成果等
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　また、2018年10月より当行は、株式会社SBI証券と金融商品仲介業務契約を締結いたしました。これによ
りお客さまは、当行WEBサイトを通じ、株式会社SBI証券が取り扱うさまざまな金融商品・サービスを利用で
きるようになりました。

○その他
　当行は、2019年１月に、女性の雇用・登用拡大や、行内全体の働きやすい職場環境づくりに向けた取組な
どが評価され、長野県内の金融機関で初めて「女性の活躍推進企業知事表彰」を受賞しました。

○当行グループの経営成績
　当行および子会社２社で構成されております企業集団は、銀行業務を中心にリース業務、クレジットカード
業務、信用保証業務等を通じて金融サービスを提供しておりますが、当企業集団の経営成績につきましては、
連結経常収益211億29百万円、親会社株主に帰属する当期純利益12億78百万円となりました。

（当行が対処すべき課題）
　当行を取り巻く環境は、中国経済の減速の影響が製造業に波及するとともに、英国のEU離脱問題の深刻な
状況等により不透明感を増すなか、日本銀行による「長短金利操作付き量的・質的金融緩和」の継続により、
貸出金利・有価証券運用利回りが一層低下し、日々厳しさを増しております。一方、デジタル技術等を活用し
た金融サービスや新たな決済手段の増加により、従来にも増して金融ニーズの多様化・高度化が進むものとみ
られます。
　こうした状況のなか、時代は「平成」から「令和」となり、新しい時代・新しい社会となり、当行も、2019
年４月より新たな第11次中期経営計画をスタートさせました。「不断の改革と更なる進化」のスローガンのも
と、中小企業と個人に寄り添う「長野県のマザーバンク」を目指し、お客さまニーズの発掘と課題解決に向け
て、ビジネスステージやライフステージにあわせたコンサルティング機能を発揮してまいります。
　皆さまにおかれましては、今後ともなお一層のご支援、ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

－ 15 －

事業の経過および成果等
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⑵　財産および損益の状況 （単位：億円）
2015年度 2016年度 2017年度 2018年度

預 金 10,078 10,159 10,138 10,312

定 期 性 預 金 6,851 6,718 6,450 6,363

そ の 他 3,226 3,441 3,687 3,948

貸 出 金 5,934 5,854 5,961 6,203

個 人 向 け 2,042 2,014 2,016 2,065

中 小 企 業 向 け 2,275 2,196 2,195 2,282

そ の 他 1,616 1,642 1,748 1,855

商 品 有 価 証 券 － － － －

有 価 証 券 4,106 3,901 3,890 3,994

国 債 1,201 870 811 763

そ の 他 2,904 3,031 3,079 3,231

総 資 産 10,907 10,864 10,777 10,942

内 国 為 替 取 扱 高 26,437 24,170 24,667 25,830

外 国 為 替 取 扱 高 百万ドル
145

百万ドル
132

百万ドル
131

百万ドル
155

経 常 利 益 百万円
3,307

百万円
3,278

百万円
2,645

百万円
1,362

当 期 純 利 益 百万円
2,245

百万円
2,123

百万円
1,781

百万円
1,181

１ 株 当 た り 当 期 純 利 益 24円98銭 237円15銭 199円21銭 131円82銭

（注）１　記載金額は、単位未満を切り捨てて表示しております。
２　１株当たり当期純利益は、当期純利益を期中の平均発行済株式数で除して算出しております。
３　預金につきましては、譲渡性預金を含まない金額を表示しております。
４　2016年10月１日付で10株を１株とする株式併合を実施いたしました。１株当たりの当期純利益は、2016年度の期首に

当該株式併合が行われたと仮定して算出しております。

－ 16 －

財産および損益の状況
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⑶　使用人の状況
当 年 度 末 前 年 度 末

使 用 人 数 681人 688人
平 均 年 齢 38年11月 38年７月
平 均 勤 続 年 数 15年３月 15年１月
平 均 給 与 月 額 361千円 359千円

（注）１　使用人数には、臨時および嘱託は含まれておりません。
２　平均年齢、平均勤続年数および平均給与月額は、それぞれ単位未満を切り捨てて表示しております。
３　平均給与月額は、３月中の税込み平均給与月額であり、賞与は含まれておりません。

⑷　営業所等の状況
イ　営業所数の推移

当 年 度 末 前 年 度 末
店 うち出張所 店 うち出張所

長 野 県 53 （２） 53 （２）
東 京 都 1 （０） 1 （０）
合 計 54 （２） 54 （２）

　　（注）１　上記のほか、当年度末において店舗外現金自動設備を54か所（前年度末54か所）設置しております。
２　2018年度は一部支店について窓口営業を中心とするサテライト店舗としたほか、2019年２月には松本駅前支店を

「ブランチ・イン・ブランチ（店舗内店舗）」方式にて大名町支店内に移転しております。

ロ　当年度新設営業所
当年度新設営業所はございません。
（注）１　当年度においては、次の店舗外現金自動設備を新設いたしました。
　　　　・やおふく古里店出張所
　　　　・井上デパート出張所
　　　２　当年度においては、次の店舗外現金自動設備を廃止いたしました。
　　　　・上田支店上田神科出張所
　　　　・中野支店中野西出張所

⑸　設備投資の状況
イ　設備投資の総額 （単位：百万円）

設備投資の総額 339
（注）　記載金額は、単位未満を切り捨てて表示しております。

ロ　重要な設備の新設等 （単位：百万円）
内　　　容 金　　額

事務機器（ＡＴＭ等） 168
ソフトウェア 38

（注）　記載金額は、単位未満を切り捨てて表示しております。

－ 17 －

使用人の状況、営業所等の状況、設備投資の状況
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⑹　重要な親会社および子会社等の状況
イ　親会社の状況

　該当事項はありません。

ロ　子会社等の状況

会　社　名 所　在　地 主要業務内容 設立年月日 資本金
当行が有する
子 会 社 等 の
議 決 権 比 率

その他

百万円 ％

長 野 カ ー ド 株 式 会 社 長野県松本市大手２丁目２番16号 クレジットカード業
信用保証業 1990 年 7 月 2 日 30 95.00

株式会社ながぎんリース 長野県松本市大手２丁目２番16号 リース業 1980 年 1 月12日 34 75.42

（注）１　議決権比率は、小数点第３位以下を切り捨てて表示しております。
２　当行の連結対象会社は上記の子会社２社であります。

当年度の連結経常収益は211億29百万円、親会社株主に帰属する当期純利益は12億78百万円となりました。

ハ　当行の重要な業務提携の概況
（イ）第二地銀協地銀40行の提携により、現金自動設備の相互利用による現金自動引出しのサービスを行っ

ております。
（ロ）第二地銀協地銀40行、都市銀行５行、信託銀行３行、地方銀行64行、信用金庫260金庫（信金中央

金庫を含む。）、信用組合142組合（全信組連を含む。）、系統農協・信漁連693（農林中金、信連を
含む。）、労働金庫14金庫（労金連を含む。）との提携により、現金自動設備の相互利用による現金自
動引出しのサービスを行っております。

（ハ）第二地銀協地銀40行の提携により、ＩＳＤＮ回線交換網を利用したデータ伝送の方法による取引先企
業との間の総合振込等のデータの授受のサービスおよび入出金取引明細等のマルチバンクレポートサー
ビスを行っております。

（ニ）ゆうちょ銀行との提携により、現金自動設備の相互利用による現金自動引出し・入金のサービスを行
っております。

（ホ）株式会社セブン銀行との提携により、共同設置現金自動設備による現金自動引出し・入金のサービス
を行っております。

⑺　事業譲渡等の状況
特記すべき事項はありません。

⑻　その他銀行の現況に関する重要な事項
　特記すべき事項はありません。

－ 18 －

重要な親会社および子会社等の状況、事業譲渡等の状況、その他銀行の現況に関する重要な事項



2019/05/28 14:48:49 / 18482535_株式会社長野銀行_招集通知（Ｃ）

２　会社役員（取締役および監査役）に関する事項
⑴　会社役員の状況 （年度末現在）

氏 名 地 位 お よ び 担 当 重 要 な 兼 職

中 條 　 功 取締役頭取（代表取締役）
（監査部担当）

清 水 秋 雄 常務取締役
（証券国際部、事務部担当）

丸 山 佳 成 常務取締役（融資統括部長）
（融資統括部担当）

西 澤 仁 志 常務取締役
（総合企画部、総務部、人事部担当）

内 川 博 文 常務取締役
（営業統括部担当）

近 藤 正 恭 取　締　役（長野営業部長兼柳町支店長）

大 沢 孝 一 取　締　役（総合企画部長）

渡 辺 正 直 取　締　役（本店営業部長兼松本西支店長）

内 　 川 　 小 百 合 取　締　役（社外） 学校法人秋桜会
丸の内ビジネス専門学校理事長・学校長

二 木 馨 三 取　締　役（社外） サンリン株式会社相談役

塚 田 益 己 常勤監査役

神 戸 美 佳 監　査　役（社外） 弁護士、神戸法律事務所所長

轟 　 速 人 監　査　役（社外） 公認会計士、税理士、轟税務会計事務所所長

降 　 旗 　 征 一 郎 監　査　役（社外） キッセイ薬品工業株式会社相談役

（注）１　2019年４月１日付の本部組織改正に伴い、同日付で常務取締役清水秋雄氏の担当業務は市場運用部（証券国際部から
変更）および事務部となり、また、常務取締役西澤仁志氏の担当業務は総合企画部、リスク統括部（新設）、総務部、人
事部となっております。

２　店舗のサテライト化に伴い、2019年４月１日付で取締役近藤正恭氏には現行の長野営業部長および柳町支店長に加え
新たに芹田支店長および若槻支店長を、また2019年５月20日付で柳原支店長を委嘱しております。

３　当行は、社外取締役内川小百合氏および二木馨三氏ならびに社外監査役神戸美佳氏、轟速人氏および降旗征一郎氏を東
京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、届け出ております。

４　社外監査役轟速人氏は、公認会計士および税理士として財務ならびに会計に関する相当程度の知見を有しております。

－ 19 －

会社役員（取締役および監査役）に関する事項
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⑵　会社役員に対する報酬等 （単位：百万円）
区 分 支 給 人 数 報 酬 等

取 締 役 １２人 168 (25)

監 査 役 ５人 23 (－)

計 １７人 191 (25)

（注）１　記載金額は、単位未満を切り捨てて表示しております。
２　（　）は確定金額報酬以外の金額について内書きしております。
３　支給人数には、2018年６月26日開催の第59期定時株主総会終結の時をもって退任しました取締役２名および監査役１

名を含んでおります。
４　上記以外に支払った兼務取締役の使用人としての報酬は32百万円であります。
５　取締役の報酬等の額には、当事業年度に係る業績連動型報酬額15百万円および当該事業年度において費用計上された役

員等株式給付信託（ＢＢＴ）報酬額（2018年４月から2019年３月分）９百万円を含めております。
６　当行の取締役の報酬につきましては、確定金額報酬、業績連動型報酬（社外取締役は除く）、株式給付信託（ＢＢＴ）

（社外取締役は除く）の３つからなっております。それぞれの報酬額の配分は取締役会の協議に基づき決定しております。
　取締役の確定金額報酬は年額180百万円以内、業績連動型報酬は当期純利益を基準とした具体的な算定方法（最大金額
50百万円以内）により支給すること、業績連動型株式報酬「株式給付信託（ＢＢＴ）」につきまして取締役に付与された
ポイント数に相当する当行株式を取締役退任後に給付することが株主総会で定められております。
　監査役の報酬につきましては、確定金額報酬からなっております。確定金額報酬額につきましては、年額30百万円以内
とすることが株主総会で定められており、報酬額の配分は監査役の協議に基づき決定しております。

⑶　責任限定契約
氏　名 責 任 限 定 契 約 の 内 容 の 概 要

社 外 取 締 役 　 内 川 小 百 合 　会社法第427条第１項の規定に基づき、社外取締役として任務を怠ったことによる損害賠
償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の
定める最低責任限度額としております。社 外 取 締 役 　 二 木 　 馨 三

常 勤 監 査 役 　 塚 田 　 益 己

　会社法第427条第１項の規定に基づき、監査役として任務を怠ったことによる損害賠償責
任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定め
る最低責任限度額としております。

社 外 監 査 役 　 神 戸 　 美 佳

社 外 監 査 役 　 轟 　 　 速 人

社 外 監 査 役 　 降 旗 征 一 郎

－ 20 －

会社役員（取締役および監査役）に関する事項
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３　社外役員に関する事項
⑴　社外役員の兼職その他の状況

氏　名 兼 職 そ の 他 の 状 況

取 締 役 　 内 川 小 百 合
　学校法人秋桜会丸の内ビジネス専門学校理事長・学校長
　内川小百合氏ならびに学校法人秋桜会丸の内ビジネス専門学校と当行との間には、預金等の取
引があります。

取 締 役 　 二 木 　 馨 三
　サンリン株式会社相談役
　二木馨三氏と当行との間には、預金等の取引があります。サンリン株式会社と当行との間には
融資等の取引があり、また同社は当行の株主（主要な株主ではありません。）であります。

監 査 役 　 神 戸 　 美 佳 　弁護士、神戸法律事務所所長
　神戸美佳氏と当行との間には、預金等の取引があります。

監 査 役 　 轟 　 　 速 人 　公認会計士、税理士、轟税務会計事務所所長
　轟速人氏と当行との間には、預金等の取引があります。

監 査 役 　 降 旗 征 一 郎
　キッセイ薬品工業株式会社相談役
　降旗征一郎氏と当行との間には、預金等の取引があります。キッセイ薬品工業株式会社と当行
との間には融資等の取引があり、また同社は当行の株主（主要な株主ではありません。）であり
ます。

⑵　社外役員の主な活動状況

氏　名 在 任 期 間 取締役会および監査役会へ
の出席状況

取締役会および監査役会における発言その他
の活動状況

取 締 役 　 内 川 小 百 合 ５年９か月 2019年3月期の出席状況
取締役会14回開催14回出席

　主に経験豊富な学校教育者としての視点か
ら、取締役会において適切な発言を行っており
ます。

取 締 役 　 二 木 　 馨 三 ３年９か月 2019年3月期の出席状況
取締役会14回開催14回出席

　主に経験豊富な経営者としての視点から、取
締役会において適切な発言を行っております。

監 査 役 　 神 戸 　 美 佳 ７年９か月
2019年3月期の出席状況
取締役会14回開催14回出席
監査役会13回開催13回出席

　主に弁護士としての専門的見地から、取締役
会、監査役会において適切な発言を行っており
ます。

監 査 役 　 轟 　 　 速 人 ５年９か月
2019年3月期の出席状況
取締役会14回開催14回出席
監査役会13回開催12回出席

　主に公認会計士および税理士としての専門的
見地から、取締役会､監査役会において適切な発
言を行っております。

監 査 役 　 降 旗 征 一 郎 ２年９か月
2019年3月期の出席状況
取締役会14回開催14回出席
監査役会13回開催13回出席

主に経験豊富な経営者としての視点から、取締
役会、監査役会において適切な発言を行ってお
ります。

⑶　社外役員に対する報酬等 （単位：百万円）
支 給 人 数 銀 行 か ら の 報 酬 等 銀行の親会社等からの報酬等

報 酬 等 の 合 計 ５人 15(－) －
（注）１　記載金額は、単位未満を切り捨てて表示しております。

２　（　）は確定金額報酬以外の金額について内書きしております。

⑷　社外役員の意見
該当事項はありません。

－ 21 －
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４　当行の株式に関する事項
⑴　株式数　　発行可能株式総数 30,000千株

発行可能種類株式総数　普通株式 30,000千株
Ａ種優先株式 10,000千株

発行済株式の総数　　　　普通株式 9,258千株
（注）１　普通株式の発行可能株式総数は、発行可能株式総数３千万株からＡ種優先株式の発行済株式総数を控除した株式数といた

します。
２　発行済株式の総数は千株未満を切り捨てて表示しております。

⑵　当年度末株主数　　　　　　　　　　普通株式 7,429名

⑶　大株主（普通株式）
　発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対するその有する株式の割合が高いことにおいて上位となる10名
の株主を記載しております。

株 主 の 氏 名 ま た は 名 称 当 行 へ の 出 資 状 況
持 株 数 等 持 株 比 率

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 534千株 5.91％

長 野 銀 行 職 員 持 株 会 521 5.76

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口４） 316 3.50

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 223 2.47

株 式 会 社 栃 木 銀 行 166 1.84

キ ッ セ イ 薬 品 工 業 株 式 会 社 166 1.84

株 式 会 社 八 十 二 銀 行 135 1.49

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口５） 126 1.40

DFA  INTL  SMALL  CAP  VALUE  PORTFOL IO 118 1.31

あ い お い ニ ッ セ イ 同 和 損 害 保 険 株 式 会 社 102 1.13

損 害 保 険 ジ ャ パ ン 日 本 興 亜 株 式 会 社 102 1.13

（注）１　持株数等は千株未満を、持株比率は小数点第３位以下をそれぞれ切り捨てて表示しております。
２　持株比率は、持株数を発行済株式数（自己株式を除く。）で除して算出しております。
３　当行は、2019年3月31日現在、自己株式222千株を保有しておりますが、上記から除外しております。

⑷　その他株式に関する重要な事項
該当事項はありません。

－ 22 －
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５　当行の新株予約権等に関する事項
⑴　事業年度の末日において当行の会社役員が有している当行の新株予約権等

新株予約権等の内容の概要 新株予約権等を有する者の人数

取締役
（社外取締役
を除く）

（１）名称
　　　第１回新株予約権
（２）新株予約権の数
　　　20個
（３）目的となる株式の種類および数
　　　普通株式　2,000株
　　　（新株予約権１個につき100株）
（４）新株予約権の行使期間
　　　2009年7月31日から2034年7月30日
（５）権利行使価額（１株当たり）
　　　10円
（６）権利行使についての条件
　　　新株予約権者は、当行取締役の地位を喪失した日の翌日以降10日間に

限り、新株予約権を行使できるものとする。

２名

（１）名称
　　　第２回新株予約権
（２）新株予約権の数
　　　53個
（３）目的となる株式の種類および数
　　　普通株式　5,300株
　　　（新株予約権１個につき100株）
（４）新株予約権の行使期間
　　　2010年7月31日から2035年7月30日
（５）権利行使価額（１株当たり）
　　　10円
（６）権利行使についての条件
　　　新株予約権者は、当行取締役の地位を喪失した日の翌日以降10日間に

限り、新株予約権を行使できるものとする。

２名

（１）名称
　　　第３回新株予約権
（２）新株予約権の数
　　　52個
（３）目的となる株式の種類および数
　　　普通株式　5,200株
　　　（新株予約権１個につき100株）
（４）新株予約権の行使期間
　　　2011年7月30日から2036年7月29日
（５）権利行使価額（１株当たり）
　　　10円
（６）権利行使についての条件
　　　新株予約権者は、当行取締役の地位を喪失した日の翌日以降10日間に

限り、新株予約権を行使できるものとする。

２名

－ 23 －
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新株予約権等の内容の概要 新株予約権等を有する者の人数

取締役
（社外取締役
を除く）

（１）名称
　　　第４回新株予約権
（２）新株予約権の数
　　　76個
（３）目的となる株式の種類および数
　　　普通株式　7,600株
　　　（新株予約権１個につき100株）
（４）新株予約権の行使期間
　　　2012年7月28日から2037年7月27日
（５）権利行使価額（１株当たり）
　　　10円
（６）権利行使についての条件
　　　新株予約権者は、当行取締役の地位を喪失した日の翌日以降10日間に

限り、新株予約権を行使できるものとする。

２名

（１）名称
　　　第５回新株予約権
（２）新株予約権の数
　　　66個
（３）目的となる株式の種類および数
　　　普通株式　6,600株
　　　（新株予約権１個につき100株）
（４）新株予約権の行使期間
　　　2013年7月30日から2038年7月29日
（５）権利行使価額（１株当たり）
　　　10円
（６）権利行使についての条件
　　　新株予約権者は、当行取締役の地位を喪失した日の翌日以降10日間に

限り、新株予約権を行使できるものとする。

３名

（１）名称
　　　第６回新株予約権
（２）新株予約権の数
　　　70個
（３）目的となる株式の種類および数
　　　普通株式　7,000株
　　　（新株予約権１個につき100株）
（４）新株予約権の行使期間
　　　2014年7月31日から2039年7月30日
（５）権利行使価額（１株当たり）
　　　10円
（６）権利行使についての条件
　　　新株予約権者は、当行取締役の地位を喪失した日の翌日以降10日間に

限り、新株予約権を行使できるものとする。

３名

－ 24 －
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新株予約権等の内容の概要 新株予約権等を有する者の人数

取締役
（社外取締役
を除く）

（１）名称
　　　第７回新株予約権
（２）新株予約権の数
　　　88個
（３）目的となる株式の種類および数
　　　普通株式　8,800株
　　　（新株予約権１個につき100株）
（４）新株予約権の行使期間
　　　2015年8月1日から2040年7月31日
（５）権利行使価額（１株当たり）
　　　10円
（６）権利行使についての条件
　　　新株予約権者は、当行取締役の地位を喪失した日の翌日以降10日間に

限り、新株予約権を行使できるものとする。

５名

監査役 ― ―
（注）2016年10月１日付で実施しました10株を１株とする株式併合に伴い、上記「（３）目的となる株式の種類および数」の株

式数および「（５）権利行使価額（１株あたり）」の金額が変更となっております。

⑵　事業年度中に使用人等に交付した当行の新株予約権等
　該当事項はありません。

⑶　その他
　2014年３月18日に発行した120％コールオプション条項付第１回無担保転換社債型新株予約権付社債（劣
後特約付）の当事業年度末における新株予約権の状況は次のとおりであります。

取締役会決議の日 2014年2月27日

新株予約権付社債の残高 2,965百万円

新株予約権の数 2,965個

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（注） 1,512,755株

新株予約権の行使時の払込金額 1株当たり1,960円

新株予約権の行使期間 2014年4月1日～2021年4月27日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価
格および資本組入額

発行価格　　1,960円
資本組入額　　980円

（注）　社債の残高を当初の転換価格（1,960円）で除して得られた最大整数で表示しております。なお、2016年10月1日付で当
行株式10株を１株とする株式併合を行いましたことから、１株当たりの払込金額が当初の196円から1,960円に変更となっ
ております。

－ 25 －
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６　会計監査人に関する事項
⑴　会計監査人の状況 （単位：百万円）

氏名または名称 当 該 事 業 年 度 に
係 る 報 酬 等 その他

ＥＹ新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員　岩崎　裕男
指定有限責任社員　冨田　哲也

42 －

（注）１　記載金額は、単位未満を切り捨てて表示しております。
２　会計監査人は2018年７月１日付で新日本有限責任監査法人から名称変更を行っております。
３　会計監査人の報酬等に監査役会が同意した理由

　当行監査役会は、取締役会、行内関係部署および会計監査人からの必要な資料の入手や報告の聴取を通じて、会計監査
人の監査計画の内容、従前の事業年度における職務執行状況や報酬見積の算出根拠等を検討した結果、会計監査人の報酬
等につき、会社法第399条第１項の同意を行っております。

４　当行と会計監査人との監査契約において、「会社法」に基づく監査と「金融商品取引法」に基づく監査の監査報酬等の
額を区分しておりませんので、上記金額には「金融商品取引法」に基づく監査の報酬等を含めております。

５　当行および子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額は43百万円であります。

⑵　責任限定契約
該当事項はありません。

⑶　会計監査人に関するその他の事項
会計監査人の解任または不再任の決定の方針
　当行都合の場合のほか、当該会計監査人が、会社法・公認会計士法等の法令に違反・抵触した場合および公
序良俗に反する行為があったと判断された場合、監査役会は当該会計監査人の解任または不再任について検討
を行い、解任または不再任が妥当と判断した場合は、当該会計監査人の解任または不再任を株主総会の付議議
案とすることを決定します。
　会計監査人が会社法第340条第１項各号に該当すると判断された場合は、監査役会が当該会計監査人を解任
します。

７　財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針
　該当事項はありません。

－ 26 －
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８　業務の適正を確保する体制
　当行は、2006年５月24日付取締役会において、業務の適正を確保するための体制として「内部統制システム
構築の基本方針」を決議し、効率的で適法な企業体制を整備していくこととしております（2016年３月28日付
取締役会で一部改正）。当該基本方針の内容の概要は次のとおりであります。

＜業務の適正を確保するための体制の内容の概要＞
⑴　当行は、取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制を次のと

おり構築し、整備しています。
イ　当行は、「コンプライアンス重視の企業風土を醸成し、社会的責任と公共的使命を果たす。」ことを、長

期経営計画に基本方針として掲げています。
ロ　コンプライアンスを実現するための具体的な規程、手引書として「コンプライアンス規程」および当行の

役職員の行動の指針である行動規範を掲載した「コンプライアンス・マニュアル」等を整備し、具体的な実
践計画として「コンプライアンス・プログラム」を策定し、実施しています。

ハ　コンプライアンスに係る事項については、「コンプライアンス規程」において、統括責任者を総務部担当
役員、統括部署を総務部コンプライアンス室と定め、一元的に管理するとともに、各部店に、担当責任者お
よび担当管理者を設置し、全行的なコンプライアンス態勢を整備しています。（なお、2019年４月１日付
の本部組織改正に伴い、統括責任者をリスク統括部担当役員、統括部署をリスク統括部コンプライアンス室
に変更いたしました。）

ニ　コンプライアンスに係る施策や方針、報告については「コンプライアンス委員会」での協議、報告を経て、
常務会または取締役会で決議、報告することとしています。

ホ　代表取締役頭取および役付取締役は、取締役会、常務会のほか、役員協議会および各種委員会に出席し、
法令等遵守態勢の確立および職務執行の意思決定に参画しています。

ヘ　使用人は業務の遂行に当たり、必要に応じて顧問弁護士のリーガル・チェックを受けるほか、会計監査人、
税務顧問等の意見を聴取するなど、法令等遵守に努めています。

ト　当行はコンプライアンス・ホットラインを設置するとともに、「公益通報者保護法」に基づき「内部通報
規程」を制定しており、使用人が法令等違反の情報を通報できる体制を整備しています。

チ　不祥事件や苦情等に対しては、「コンプライアンス・マニュアル」、「緊急時の対応に関するマニュアル」
および「顧客サポート等管理規程」に基づいて直ちに役員に報告するとともに、迅速、かつ、適切に対応し
ており、また、その改善策を検討し、全職員に周知徹底しその再発防止に努めています。

リ　内部監査部門である監査部は、業務全般の内部管理態勢等の適切性、有効性を検証するため、「内部監査
規程」に基づき、年度ごとに内部監査方針および内部監査計画を策定し、取締役会で決議し、全行に周知徹
底した上で実施しています。

ヌ　反社会的勢力に対する取組については、社会的責任と公共的使命を果たすことを目的として、「コンプラ
イアンス・マニュアル」および「反社会的勢力対応マニュアル」を策定しており、反社会的勢力排除に向け
た態勢を整備しています。
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⑵　当行は、取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制を次のとおり構築し、整備していま
す。
イ　当行は、取締役の職務の執行に係る情報・文書を、「本部事務分掌規程」および「事務取扱規程」に基づ

き、保存年限等を定めて管理しています。
ロ　また、当行は、「オペレーショナル・リスク管理方針」に基づき、情報資産を適切に保護するための基本

方針である「セキュリティポリシー」および情報資産の具体的な運用および管理基準である「セキュリティ
スタンダード」を制定し、全行的なセキュリティ管理体制を整備しています。

⑶　当行は、損失の危険の管理に関する規程その他の体制を次のとおり構築し、整備しています。
イ　当行は、「リスク管理の徹底に努め、経営管理態勢の強化を図る。」ことを、中期経営計画および年度ご

との経営方針に、基本方針として掲げています。この基本方針および「統合的リスク管理方針」等に基づき、
リスク管理を実現する具体的な施策や方針として、年度ごとにそれぞれのリスクごとの施策や方針等を策定
し、各種委員会での協議を経て、常務会または取締役会で決議した上で実施しています。

ロ　リスク管理に係る具体的な規程として、「リスク管理規程」、「統合的リスク管理規程」等を定めており、
これらの規程に基づき、各担当部が各種リスクを管理し、それぞれのリスクに応じ、各種委員会へ付議し、
協議、報告を行った上、常務会または取締役会で決議、報告することとしています。また、半期ごとにリス
ク管理の状況を取締役会へ報告しています。

ハ　これらの委員会は、委員長を代表取締役頭取が務め、役付取締役および関連する部の部長が委員を務めて
います。また、常勤監査役もこれらの会議に出席し、取締役の業務執行およびその運営状況等を監視してお
り、リスク管理態勢の状況について、報告を聞くほか、協議事項に意見を述べることができる態勢となって
います。

ニ　監査部は、業務全般の内部管理態勢（リスク管理態勢を含む。）等の適切性、有効性を検証するため、「内
部監査規程」に基づき、年度ごとに内部監査方針および内部監査計画を策定し、取締役会で決議し、全行に
周知徹底した上で実施しています。

⑷　当行は、取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制等を次のとおり構築し、整備し
ています。
イ　当行は、「お客さまと株主の皆さまおよび従業員の幸福と繁栄のために全力を尽くします。」という経営

理念のもとに、３年ごとの中期経営計画において、お客さま、株主、従業員、地域のステークホルダーに対
して№１となり、その期待に応え、金融サービス業を通じて「必要とされ選ばれる銀行 ～長野県のマザーバ
ンク～」となることを当行のめざす銀行像として掲げて、周知徹底しています。

ロ　また、当行は、年度ごとの経営方針において、中期経営計画に基づいて目標を設定し、各業務部門が目標
達成に向けて職務を執行しています。実績については、半期ごとに取締役会へ報告しています。

ハ　取締役は、職務の分担および権限等を取締役会において明確に定め、規程に則り効率的に職務を執行して
います。
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⑸　当行は、当行および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制を次のとおり構築し、
整備しています。
イ　当行は、「子会社等管理規程」を制定しており、総合企画部が子会社等を管理する体制としています。
ロ　子会社は、業務の決定および執行についての相互監視が適正になされるよう、取締役会と監査役を設置し

ています。
ハ　当行の内部監査部門である監査部は、子会社等についても監査の対象として、「内部監査規程」および「自

己査定マニュアル」に定めて監査を実施しており、その結果を当行取締役会へ報告しています。
ニ　コンプライアンスに関する取組み等についての情報交換および法令等遵守態勢の徹底等を目的として、当

行および子会社等から成る企業集団のコンプライアンス連絡会を開催しています。
ホ　子会社の取締役は、当行役員が出席する取締役会およびその他の重要な会議において、その担当する職務

の執行状況を報告しています。また、当行は「子会社等管理規程」に基づき、「関連会社の重要事項事前協
議・報告書」により子会社から報告を受けています。

ヘ　子会社は、損失の危険の管理に関する規程その他の体制を次のとおり構築し、整備しています。
（イ）子会社は、リスク管理を経営の重要課題として捉え、中期経営計画および年度ごとの経営方針にリスク

管理強化を基本方針として掲げています。この基本方針や各種マニュアルに基づき、リスク管理を実現す
る具体的な施策や方針等を策定し、部長会または取締役会で決議した上で実施しています。

（ロ）子会社は、リスク管理に係る規程として、株式会社ながぎんリースは「審査と管理債権の手引き」、長
野カード株式会社は「管理事務マニュアル」等を定めており、これらの規程に基づき、各種リスクを管理
しています。

ト　子会社は、取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制を次のとおり構築し、整
備しています。

（イ）子会社は、年度ごとの経営方針において、中期経営計画に基づいて目標を設定し、各業務部門が目標達
成に向けて職務を執行しています。実績については、各業務部門が定期的に取締役会へ報告しています。

（ロ）子会社の取締役は、職務の分担および権限等を取締役会において明確に定め、規程に則り効率的に職務
を執行しています。

チ　子会社は、取締役等および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制を
次のとおり構築し、整備しています。

（イ）子会社は、「コンプライアンス重視の企業風土を醸成し、社会的責任と公共的使命を果たす」ことを基
本方針として中期経営計画および年度ごとの経営方針に掲げています。

（ロ）子会社は、コンプライアンスを実現するための具体的な規程、手引書として「コンプライアンス規程」
および子会社の役職員の行動の指針である行動規範を掲載した「コンプライアンス・マニュアル」等を整
備しています。子会社の使用人は当該規程およびマニュアルを遵守することとしているほか、コンプライ
アンスを徹底するための具体的な実践計画である「コンプライアンス・プログラム」に基づきコンプライ
アンス研修会、コンプライアンス理解度テスト等を実施し、コンプライアンス意識の醸成を図っています。

（ハ）子会社は、コンプライアンスに係る事項については、「コンプライアンス規程」において、統括責任者、
統括部署および担当者を定め、全社的なコンプライアンス態勢を整備しています。
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（ニ）子会社の使用人は業務の遂行に当たり、新たな業務の開始、新商品の発売、契約の締結等や、法令等の
制定、改正に対する対応などに際しては、必要に応じて顧問弁護士のリーガル・チェックを受けるほか、
税務顧問等の意見を聴取するなど、法令等遵守に努めています。

（ホ）子会社は、コンプライアンス・ホットラインを設置するとともに、2006年４月に施行された「公益通
報者保護法」に基づき「内部通報規程」を制定しており、使用人が法令等違反の情報を通報できる体制を
整備しています。

（ヘ）子会社は、不祥事件や苦情等に対しては、「コンプライアンス・マニュアル」、「緊急時の対応に関す
るマニュアル」および「顧客サポート等管理規程」に基づいて直ちに役員に報告するとともに、迅速、か
つ、適切に対応しており、また、その改善策を検討し、全職員に周知徹底しその再発防止に努めています。

（ト）子会社は、反社会的勢力に対する取組については、社会的責任と公共的使命を果たすことを目的として、
「コンプライアンス・マニュアル」および「反社会的勢力対応マニュアル」を策定しており、反社会的勢
力排除に向けた態勢を整備しています。

⑹　当行は、監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項を
次のとおりとしています。
　当行は、監査役の職務を補助するための使用人については、「本部事務分掌規程」において、監査役会の運
営に関する事務は、総務部を事務局と定めており、監査役から職務を補助する要請があった場合は、総務部職
員がこれに対応しています。

⑺　当行は、前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項を次のとおりとしています。
　当行は、「監査役監査規程」において、監査役は使用人の業務執行者からの独立性の確保に努めるほか、使
用人の権限、使用人の属する組織などの独立性の確保に必要な事項を検討することとしています。

⑻　当行は、⑹の使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項を次のとおりとしています。
　当行は、監査役の職務を補助するための使用人が、監査役の職務の補助を行っている間は、その職務を他の
職務に優先させています。

⑼　当行は、取締役および使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制を次の
とおり構築し、整備しています。
イ　取締役は、取締役会および常務会ならびにその他の重要な会議または委員会において、その担当する職務

の執行状況を報告しています。一方、常勤監査役は、「監査役監査規程」に基づき当該会議または委員会に
出席し、報告を受けることができる態勢としています。

ロ　取締役は、法令に基づき、当行に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直
ちに、当該事実を監査役会に報告しなければならないこととしています。

ハ　内部監査部門である監査部は内部監査結果を、コンプライアンス統括部門である総務部コンプライアンス
室および顧客サポート等管理部門である営業統括部は、営業店に対する苦情等について、各部門の規程に基
づき、取締役会へ報告するほか、常勤監査役へも報告しています。（なお、2019年４月１日付の本部組織
改正に伴い、コンプライアンス統括部門および顧客サポート等管理部門を新たに設置されたリスク統括部に
変更いたしました。）
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ニ　常勤監査役は、「監査役会規程」に基づき、自らの職務の執行の状況について監査役会に随時報告すると
ともに、監査役会の求めがあるときはいつでも報告することとしています。

ホ　使用人は、「監査役監査規程」に基づく、常勤監査役による年度ごとの各部店への往査において、常勤監
査役に職務の執行状況等を報告しています。また、「内部通報規程」に基づき、法令等違反の情報をコンプ
ライアンス・ホットライン等の手段により、常勤監査役等に報告することとしています。

⑽　当行は、前号の報告をした者が当該報告したことを理由として、解雇その他いかなる不利益な取扱いを受け
ない体制を次のとおり構築し、整備しています。
　当行は、「内部通報規程」を制定しており、前号の報告した者等が報告したことを理由として、報告者等の
職場環境が悪化することのないように、適切な措置を執ることとしています。また、報告者等に対して不利益
な取扱いや嫌がらせ等を行った者がいた場合には、就業規則に基づいて処分を課すこととしています。

⑾　当行は、監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について
生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項を次のとおりとしています。
　当行は、「監査役監査規程」を制定しており、監査役の職務の執行上必要と認める費用について、あらかじ
め予算を計上することとし、緊急または臨時に支出した費用については、事後、償還を請求することができる
こととしています。

⑿　当行は、その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制を次のとおり構築し、整備して
います。
イ　監査役の過半数は社外監査役とし、監査体制の中立性および独立性と透明性を高めています。
ロ　株主総会へ付議する監査役選任議案の決定に当たっては、「監査役会規程」の定めにより監査役会におい

て候補者についてあらかじめ協議しています。
ハ　監査役および監査役会は、「監査役監査規程」に基づき、代表取締役頭取と定期的に会合し、銀行が対処

すべき課題、銀行を取り巻くリスクのほか、重要な監査上の課題等について意見交換を実施しています。
ニ　監査役および監査役会は、「監査役監査規程」に基づき、内部監査部門および会計監査人と会合をもつな

ど、緊密な連携を保ち、積極的に意見および情報の交換を行い、効率的な監査を実施しています。

＜業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要＞
⑴　取締役の職務の執行が法令および定款に適合することならびに効率的に行われることの確保

定例取締役会を14回開催しました。また、取締役会の権限移譲による決定機関として設置する常務会（67回）、
コンプライアンス委員会（14回）、役員協議会（48回）、ＡＬＭ委員会（49回）、オペレーショナル・リス
ク委員会（20回）、営業推進協議会（34回）、信用リスク委員会（60回）を開催しました。

⑵　リスク管理体制
　リスク管理規程等に基づき、各種リスク管理状況について半年ごとにＡＬＭ委員会、オペレーショナル・リ
スク委員会、信用リスク委員会へ付議し、協議、報告を行った上、常務会および取締役会に報告しました。
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⑶　コンプライアンス態勢
　年度ごとのコンプライアンス・プログラムを取締役会で定め、コンプライアンス委員会等で進捗状況をモニ
タリング（２回）したほか、コンプライアンス違反の発生状況および反社会的勢力等との取引状況等について
コンプライアンス委員会（12回）で報告等を行い、その内容を取締役会に報告しました。

⑷　当行グループにおける業務の適正の確保
　子会社は、その取締役の職務の遂行状況について、当行役員が出席する取締役会を株式会社ながぎんリース
が９回、長野カード株式会社が９回開催し、報告を行ったほか、「関連会社の重要事項事前協議・報告書」に
より報告を行いました。
　また、子会社は、コンプライアンス態勢について、当行とコンプライアンス連絡会（４回）を行うとともに、
コンプライアンス研修会（１回）、コンプライアンス理解度テスト（４回）を実施し、コンプライアンスに関
する取組み等についての情報交換および法令等遵守態勢の徹底を行ったほか、リスク管理体制について、経営
方針や各種マニュアルに基づき、適切な管理を行いました。

⑸　監査役の監査が実効的に行われることの確保等
　当行は、定例監査役会を13回開催しました。
　常勤監査役は、取締役会、常務会および各委員会に出席することに加え、主要な稟議書の回付を受け、取締
役および使用人の職務の執行状況を監査したほか、自らの職務の執行状況について、往査報告（16回）を常務
会に報告しました。
　当行は、監査役会体制を社内監査役１名、社外監査役３名とし、監査体制の中立性および独立性と透明性に
努めました。また、監査役および監査役会と代表取締役、内部監査部門および会計監査人との会合を定期的に
開催し、積極的な意見および情報交換を行いました。

９　特定完全子会社に関する事項
　該当事項はありません。

10　親会社等との間の取引に関する事項
　該当事項はありません。

11　会計参与に関する事項
　該当事項はありません。

12　その他
　該当事項はありません。
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第60期末 （2019年３月31日現在） 貸借対照表
（単位：百万円）

科　　　　目 金　　額 科　　　　目 金　　額
（資産の部） （負債の部）

現 金 預 け 金
現 金
預 け 金

コ ー ル ロ ー ン
金 銭 の 信 託
有 価 証 券

国 債
地 方 債
社 債
株 式
そ の 他 の 証 券

貸 出 金
割 引 手 形
手 形 貸 付
証 書 貸 付
当 座 貸 越

外 国 為 替
外 国 他 店 預 け
取 立 外 国 為 替

そ の 他 資 産
前 払 費 用
未 収 収 益
先 物 取 引 差 入 証 拠 金
金 融 派 生 商 品
そ の 他 の 資 産

有 形 固 定 資 産
建 物
土 地
リ ー ス 資 産
そ の 他 の 有 形 固 定 資 産

無 形 固 定 資 産
ソ フ ト ウ ェ ア
リ ー ス 資 産
そ の 他 の 無 形 固 定 資 産

前 払 年 金 費 用
支 払 承 諾 見 返
貸 倒 引 当 金

47,201
11,333
35,868
8,776

969
399,459

76,339
106,472
66,343
17,171

133,132
620,348

4,673
37,271

522,912
55,490

468
453
15

12,661
47

876
291

0
11,446
9,581
2,621
5,539
1,021

399
617
382
13

221
594

1,412
△ 7,805

預 金 1,031,209
当 座 預 金 37,925
普 通 預 金 333,766
貯 蓄 預 金 12,059
通 知 預 金 9,986
定 期 預 金 627,970
定 期 積 金 6,677
そ の 他 の 預 金 2,823

借 用 金 358
借 入 金 358

外 国 為 替 0
未 払 外 国 為 替 0

新 株 予 約 権 付 社 債 2,965
そ の 他 負 債 3,096

未 払 費 用 335
前 受 収 益 237
従 業 員 預 り 金 248
給 付 補 填 備 金 0
金 融 派 生 商 品 0
リ ー ス 債 務 1,095
資 産 除 去 債 務 98
そ の 他 の 負 債 1,080

賞 与 引 当 金 364
退 職 給 付 引 当 金 406
役 員 株 式 給 付 引 当 金 54
睡 眠 預 金 払 戻 損 失 引 当 金 159
偶 発 損 失 引 当 金 97
繰 延 税 金 負 債 2,007
支 払 承 諾 1,412
負 債 の 部 合 計 1,042,132

（純資産の部）
資 本 金 13,017
資 本 剰 余 金 9,681

資 本 準 備 金 9,681
利 益 剰 余 金 21,978

利 益 準 備 金 3,426
そ の 他 利 益 剰 余 金 18,552

別 途 積 立 金 5,997
繰 越 利 益 剰 余 金 12,555

自 己 株 式 △ 759
株 主 資 本 合 計 43,917
そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 8,162
評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計 8,162
新 株 予 約 権 75
純 資 産 の 部 合 計 52,155

資 産 の 部 合 計 1,094,288 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 1,094,288
（注）　記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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第60期( 2018年 4 月 1 日から )損益計算書2019年 3 月31日まで
（単位：百万円）

科　　　　　　目 金　　　　　　　　額
経 常 収 益 16,117

資 金 運 用 収 益 12,821
貸 出 金 利 息 8,396
有 価 証 券 利 息 配 当 金 4,380
コ ー ル ロ ー ン 利 息 18
預 け 金 利 息 23
そ の 他 の 受 入 利 息 2

役 務 取 引 等 収 益 1,199
受 入 為 替 手 数 料 435
そ の 他 の 役 務 収 益 764

そ の 他 業 務 収 益 740
外 国 為 替 売 買 益 36
国 債 等 債 券 売 却 益 704

そ の 他 経 常 収 益 1,355
償 却 債 権 取 立 益 0
株 式 等 売 却 益 934
そ の 他 の 経 常 収 益 420

経 常 費 用 14,754
資 金 調 達 費 用 311

預 金 利 息 233
コ ー ル マ ネ ー 利 息 △ 0
借 用 金 利 息 0
そ の 他 の 支 払 利 息 78

役 務 取 引 等 費 用 1,596
支 払 為 替 手 数 料 110
そ の 他 の 役 務 費 用 1,485

そ の 他 業 務 費 用 891
国 債 等 債 券 売 却 損 891

営 業 経 費 10,529
そ の 他 経 常 費 用 1,425

貸 倒 引 当 金 繰 入 額 265
株 式 等 売 却 損 455
株 式 等 償 却 415
金 銭 の 信 託 運 用 損 30
そ の 他 の 経 常 費 用 258

経 常 利 益 1,362
特 別 利 益 3

固 定 資 産 処 分 益 3
特 別 損 失 177

固 定 資 産 処 分 損 4
減 損 損 失 172

税 引 前 当 期 純 利 益 1,189
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 263
法 人 税 等 調 整 額 △ 255
法 人 税 等 合 計 8
当 期 純 利 益 1,181

（注）　記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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（2019年３月31日現在） 連結貸借対照表
（単位：百万円）

科　　　　目 金　　額 科　　　　目 金　　額
（資産の部） （負債の部）

現 金 預 け 金

コ ー ル ロ ー ン 及 び 買 入 手 形

金 銭 の 信 託

有 価 証 券

貸 出 金

外 国 為 替

リ ー ス 債 権 及 び リ ー ス 投 資 資 産

そ の 他 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物

土 地

リ ー ス 資 産

そ の 他 の 有 形 固 定 資 産

無 形 固 定 資 産

ソ フ ト ウ ェ ア

そ の 他 の 無 形 固 定 資 産

退 職 給 付 に 係 る 資 産

繰 延 税 金 資 産

支 払 承 諾 見 返

貸 倒 引 当 金

47,216

8,776

969

398,431

612,960

468

11,224

14,288

9,916

2,795

5,598

648

873

653

430

222

691

80

1,412

△ 8,051

預 金 1,029,655
借 用 金 2,103
外 国 為 替 0
新 株 予 約 権 付 社 債 2,965
そ の 他 負 債 4,351
賞 与 引 当 金 375
退 職 給 付 に 係 る 負 債 406
役 員 退 職 慰 労 引 当 金 23
役 員 株 式 給 付 引 当 金 54
睡 眠 預 金 払 戻 損 失 引 当 金 159
偶 発 損 失 引 当 金 97
繰 延 税 金 負 債 2,041
支 払 承 諾 1,412

負 債 の 部 合 計 1,043,646

（純資産の部）

資 本 金 13,017
資 本 剰 余 金 9,722
利 益 剰 余 金 24,693
自 己 株 式 △ 759
株 主 資 本 合 計 46,674
そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 8,162
退 職 給 付 に 係 る 調 整 累 計 額 76
そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額 合 計 8,239
新 株 予 約 権 75
非 支 配 株 主 持 分 405

純 資 産 の 部 合 計 55,393
資 産 の 部 合 計 1,099,040 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 1,099,040

（注）　記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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( 2018年 4 月 1 日から )連結損益計算書2019年 3 月31日まで
（単位：百万円）

科　　　　　　目 金　　　　　　　　額
経 常 収 益 21,129

資 金 運 用 収 益 12,786
貸 出 金 利 息 8,367
有 価 証 券 利 息 配 当 金 4,375
コ ー ル ロ ー ン 利 息 及 び 買 入 手 形 利 息 18
預 け 金 利 息 23
そ の 他 の 受 入 利 息 2

役 務 取 引 等 収 益 1,177
そ の 他 業 務 収 益 5,809
そ の 他 経 常 収 益 1,355

償 却 債 権 取 立 益 0
そ の 他 の 経 常 収 益 1,354

経 常 費 用 19,598
資 金 調 達 費 用 306

預 金 利 息 232
コ ー ル マ ネ ー 利 息 及 び 売 渡 手 形 利 息 △ 0
借 用 金 利 息 19
そ の 他 の 支 払 利 息 54

役 務 取 引 等 費 用 1,556
そ の 他 業 務 費 用 5,258
営 業 経 費 11,014
そ の 他 経 常 費 用 1,462

貸 倒 引 当 金 繰 入 額 290
そ の 他 の 経 常 費 用 1,172

経 常 利 益 1,530
特 別 利 益 3

固 定 資 産 処 分 益 3
特 別 損 失 179

固 定 資 産 処 分 損 6
減 損 損 失 172

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 1,355
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 310
法 人 税 等 調 整 額 △ 247
法 人 税 等 合 計 62
当 期 純 利 益 1,292
非支配株主に帰属する当期純利益 14
親会社株主に帰属する当期純利益 1,278

（注）　記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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計算書類に係る会計監査人の監査報告書謄本

独立監査人の監査報告書 2019年５月14日

株式会社　長　野　銀　行
取 締 役 会 御  中

ＥＹ新日本有限責任監査法人
指 定 有 限 責 任 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 岩 崎 裕 男 ㊞
指 定 有 限 責 任 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 冨 田 哲 也 ㊞

　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社長野銀行の2018年４月１日から2019年３月31日まで
の第60期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書
について監査を行った。

計算書類等に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類及びその附属明細書を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及びその附属明細書に対する意見を表明
することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準
は、当監査法人に計算書類及びその附属明細書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を
策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
　監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書類及びその附属明細書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実
施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統
制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め
全体としての計算書類及びその附属明細書の表示を検討することが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見
　当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認め
る。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書謄本

独立監査人の監査報告書 2019年５月14日

株式会社　長　野　銀　行
取 締 役 会 御  中

ＥＹ新日本有限責任監査法人
指 定 有 限 責 任 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 岩 崎 裕 男 ㊞
指 定 有 限 責 任 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 冨 田 哲 也 ㊞

　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社長野銀行の2018年４月１日から2019年３月31日までの連結
会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査
を行った。

連結計算書類に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示する
ことにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判
断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連
結計算書類に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施す
ることを求めている。
　監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人
の判断により、不正又は誤謬による連結計算書類の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的
は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適
切な監査手続を立案するために、連結計算書類の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採
用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結計算書類の表示を検討する
ことが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社長野
銀行及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表
示しているものと認める。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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監査役会の監査報告書謄本
監査報告書

　当監査役会は、2018年４月１日から2019年３月31日までの第60期事業年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成
した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

１　監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
⑴　監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役

等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
⑵　各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査部門その

他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。
イ　取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説

明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本店及び主要な営業店において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子
会社については子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受け
ました。

ロ　事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社及び
その子会社からなる企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第１項及び第３項に
定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、
取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いた
しました。なお、財務報告に係る内部統制については、取締役等及びＥＹ新日本有限責任監査法人から当該内部統制の評価
及び監査の状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

ハ　会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からそ
の職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行わ
れることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年
10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変
動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計
算書及び連結注記表）について検討いたしました。

２　監査の結果
⑴　事業報告等の監査結果

イ　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
ロ　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
ハ　内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告

の記載内容及び取締役の職務の執行についても、財務報告に係る内部統制を含め、指摘すべき事項は認められません。
⑵　計算書類及びその附属明細書の監査結果

　会計監査人ＥＹ新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。
⑶　連結計算書類の監査結果

　会計監査人ＥＹ新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2019年５月15日
株式会社　長  野  銀  行　監査役会

常勤監査役 塚 田 益 己 ㊞
社外監査役 神 戸 美 佳 ㊞
社外監査役 轟 　 速 人 ㊞
社外監査役 降　旗　征一郎 ㊞

以　上
以　上
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インターネットによる議決権行使のご案内

１．インターネットによる議決権行使について
（１）議決権行使書面による議決権行使に代えて、当行指定の「議決権行使ウェブサイト」（下記URL）にて議決

権を行使可能です。ご希望の方は、インターネットに接続できる環境において、パソコン等から同封の議決権
行使書用紙右片に記載の議決権行使コードおよびパスワードにてログインしていただき、画面の案内に従って
ご入力ください。なお、セキュリティ確保のため、初回ログインの際にパスワードを変更いただく必要があり
ます。

https://soukai.mizuho-tb.co.jp/

（２）行使期限は2019年６月25日（火曜日）午後５時までであり、同時刻までに入力を終える必要があります。
お早めの行使をお願いいたします。

（３）議決権行使書面とインターネットによる議決権行使を重複して行使された場合は、インターネットによるも
のを有効とします。インターネットにより複数回にわたり議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを
有効とします。

（４）パスワード（株主さまが変更されたものを含みます。）は今回の総会のみ有効です。次回の株主総会時は新
たに発行いたします。

（５）インターネット接続に係る費用は株主さまのご負担となります。

（ご注意）
・パスワードは、ご投票される方がご本人であることを確認する手段です。なお、パスワードを当行よりお尋ね

することはございません。
・パスワードは一定回数以上間違えるとロックされ使用できなくなります。ロックされた場合、画面の案内にし

たがってお手続きください。
・議決権行使ウェブサイトは一般的なインターネット接続機器にて動作確認を行っておりますが、ご利用の機器

によってはご利用いただけない場合があります。

２．お問い合わせ先について
ご不明な点は、当行株主名簿管理人であるみずほ信託銀行 証券代行部（以下）までお問い合わせください。

（１）議決権行使ウェブサイトの操作方法等に関する専用お問い合わせ先
フリーダイヤル　0120-768-524（平日 9：00～21：00）

（２）上記以外の株式事務に関するお問い合わせ先
フリーダイヤル　0120-288-324（平日 9：00～17：00）

以上
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株 主 総 会 会 場 ご 案 内 図
当行本店 2階大会議室

至長野
至
上
高
地

至
塩
尻

国
道
19
号

田

　川

ア
ル
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ス
口

（
西
口
）

至塩尻

松本電鉄上高地線

松本警察署

松本
協立病院

鎌田小学校

渚橋

長野パナソニックビル

森永乳業（株）

至長野

松
本
駅

長野銀行本店

・お願い
株主総会当日の駐車場は混雑が予想されますので、お車でのご来場はなるべくご遠慮くださいますようお
願い申し上げます。

交 通 の
ご 案 内

JR・松本電鉄
松 本 駅

アルプス口(西口)

徒歩で 約15分
タクシー・車で 約10分

会  場
長野銀行本店

２階　大会議室

見やすく読みまちがえにくい

ユニバーサルデザインフォントを

採用しています。

地図




